
倉吉市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和５年１月30日

倉吉市長 広田 一恭

倉吉市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例

倉吉市立小学校及び中学校設置条例（昭和39年倉吉市条例第22号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正

する。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

改正後 改正前

（倉吉市立小学校の設置） （倉吉市立小学校の設置）

第２条 倉吉市立小学校を次のとおり設置する。 第２条 倉吉市立小学校を次のとおり設置する。

名称 位置 名称 位置

略 略

倉吉市立成徳小学校 略 倉吉市立成徳小学校 略

略 略

倉吉市立北谷小学校 略 倉吉市立北谷小学校 略

倉吉市立灘手小学校 倉吉市尾原

略 略


